
【令和８年２月　川口市長寿支援課】

川口市幸町1-5-17　2階
横曽根地域包括支援センター

258-1750
250-4311
240-6677

川口市青木3-3-1青木地域包括支援センター
西地域包括支援センター

川口市西川口6-7-4
川口市飯塚1-9-22

280-5222川口市大字辻958

成年後見制度について
のご相談

法的なトラブルの解決に
役立つ法制度やサービ
スについての情報

◆日本司法支援センター （法テラス）
　　http://www.houterasu.or.jp/

　　TEL：0570-078374
            （平日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00）

任意後見契約について

電話

◆川口市成年後見センター
　　川口市青木3-3-1　青木会館　2階
　　 TEL：048-240-0410　　FAX：048-240-0411

【川口市内の地域包括支援センター】
名称 所在地

◆地域包括支援センター
◆家庭裁判所
◆公証役場（任意後見制度の場合）
◆公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート　など

◆日本公証人連合会　または　全国の公証役場
　　http://www.koshonin.gr.jp/

　　TEL：03-3502-8050

◆パソコンからは　裁判所ウェブサイト
　　http://www.courts.go.jp/

◆市内在住の方は　さいたま家庭裁判所　後見センター
　　さいたま市浦和区高砂3-16-45 　TEL：048-863-8816

成年後見の申立を行う
ための手続き・必要書
類・費用等について

中央地域包括支援センター

上青木地域包括支援センター

264-7040

川口市桜町6-4-5

芝西地域包括支援センター 263-0120

新郷地域包括支援センター
南平みなみ地域包括支援センター

川口市大字安行藤八501
川口市東川口4-2-6

神根東地域包括支援センター

南平地域包括支援センター

神根地域包括支援センター

芝伊刈地域包括支援センター
芝地域包括支援センター

川口市芝富士1-9-25

前川地域包括支援センター

252-1314
240-1557

川口市大字石神1560-1
川口市芝中田2-31-8
川口市大字伊刈20

297-2777川口市大字道合1421

226-6615
286-7631

　 川口市大字峯901 229-2515

298-3822
267-2340

川口市上青木1-10-21

川口市末広2-15-19
川口市領家1-24-17

◆地域包括支援センターでは・・・
成年後見制度以外にも、みなさんが抱える介護・福祉・保健・虐待の防止など、さまざまな問題につ
いて保健師（または看護師）・社会福祉士・主任ケアマネジャー（介護支援専門員）が総合的に支援を
行っています。電話や窓口などでお気軽にご相談ください。

川口市前川3-4-5 485-8118

戸塚西地域包括支援センター 川口市戸塚2-27-18 498-2580

新郷東地域包括支援センター
川口市大字赤井1055

225-5888

鳩ヶ谷西部地域包括支援センター
鳩ヶ谷東部地域包括支援センター

戸塚地域包括支援センター
安行地域包括支援センター 290-2300

291-0037

284-1250

成年後見制度についてのお問い合わせ先


